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議案第１号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次

のように制定する。 

  令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

第１編 関係条例の一部改正 

 （八千代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 八千代市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２９年

八千代市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 

 （八千代市一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 八千代市一般職員の給与に関する条例（昭和３２年八千代市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

  第２２条の２第３号及び第４号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第２２条の３第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改

める。 

（八千代市公害防止条例の一部改正） 

第３条 八千代市公害防止条例（昭和４７年八千代市条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

  第３８条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正

） 

第４条 八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（昭和

４９年八千代市条例第１号）の一部を次のように改正する。 
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  第４条並びに第５条第１項第１号及び第４項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑

」に改める。 

 （八千代市消防団条例の一部改正） 

第５条 八千代市消防団条例（昭和５３年八千代市条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

  第５条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（八千代市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す

る条例の一部改正） 

第６条 八千代市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に

関する条例（平成９年八千代市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  第２６条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （八千代市政治倫理条例の一部改正） 

第７条 八千代市政治倫理条例（平成１５年八千代市条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

  第１２条第１項中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（八千代市個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第８条 八千代市個人情報保護法施行条例（令和４年八千代市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第３条第３項から第６項までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

第２編 経過措置 

 第１章 通則 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第９条 この条例の施行前にした行為の処罰については，なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して，他の条例の規定によりなお従前の

例によることとされ，なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において，当該

罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以

下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治

４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に

規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項に
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おいて同じ。），旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規

定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは，当該刑のうち懲

役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と，旧

拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第１０条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従

前の例によることとされ，なお効力を有することとされ又は改正前若しくは

廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の

適用については，無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と，

有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と，

拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

   第２章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に

伴う経過措置 

 （八千代市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以

下これらを「刑法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の

刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は，第２条の

規定による改正後の八千代市一般職員の給与に関する条例第２２条の３第１

項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部分に限る。）

（これらの規定を同条例第２３条第５項において準用する場合を含む。）の

規定の適用については，拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者と

みなす。 

（八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正

に伴う経過措置） 

第１２条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。

）が定められている罪につき起訴をされた者は，第４条の規定による改正後

の八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例第５条第１

項（第１号に係る部分に限る。），第２項（第１号に係る部分に限る。）及
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び第４項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については，拘禁刑が

定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

 （八千代市政治倫理条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１３条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。

）に処する判決の宣告を受けた者は，第７条の規定による改正後の八千代市

政治倫理条例第１２条第１項の規定の適用については，拘禁刑に処する判決

の宣告を受けた者とみなす。 

第３章 その他 

 （経過措置の規則への委任） 

第１４条 この編に定めるもののほか，刑法等一部改正法等の施行に伴い必要

な経過措置は，規則で定める。 

   附 則 

この条例は，刑法等一部改正法の施行の日から施行する。 

 

提案理由 

 刑法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い，関係条例を改正いた

したい。 
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議案第２号 

 

   八千代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 八千代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

  令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例 

 八千代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２

７年八千代市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め，同条第３号中

「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め，同条第４号中「第２条第１

４項」を「第２条第１５項」に改める。 

 別表第２生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であっ

て規則で定めるものの部児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手

当又は特例給付の支給に関する情報（以下「児童手当関係情報」という。）で

あって規則で定めるものの項中「又は特例給付」を削る。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条の改正規定は，令和７

年４月１日から施行する。 

 

提案理由 
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 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正等に伴い，条例を改正いたしたい。 
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議案第３号  

 

   八千代市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 八千代市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  令和７年２月１９日提出  

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市手数料条例の一部を改正する条例  

 八千代市手数料条例（平成１２年八千代市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第２条第３５号の表建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項

（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申

請に対する審査の部確認の申請に係る計画に建築基準法第８７条の４の昇降機

に係る部分が含まれない場合の項中「６，０００円」を「１０，７００円」に，

「１１，０００円」を「２０，６００円」に，「１７，０００円」を「３４，

１００円」に，「５００平方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に，

「２２，０００円」を「４３，９００円」に，「５００平方メートルを」を「

３００平方メートルを」に，「３９，０００円」を「７０，１００円」に，「

５５，０００円」を「９８，４００円」に，「１５９，０００円」を「２７３，

５００円」に，「２７３，０００円」を「３９８，９００円」に，「５２１，

０００円」を「７７５，３００円」に改め，同項備考に次の１号を加える。  

 ⑸ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第

５３号）第１１条第１項ただし書の適用を受ける場合（建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５

号）第２条第１項第１号に該当する場合に限る。）の確認申請手数料の額

は，表に定める額に，第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１１条第１項又は第１２条第２項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能適合判定に対する審査の項に掲げる区分に応じ，それぞれ

同項の規定による額を加算した額とする。 
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 第２条第３５号の表建築基準法第８７条の４において準用する同法第６条第

１項の規定による確認の申請に対する審査の部建築設備を設置する場合（確認

を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。）の項

中「１１，０００円」を「２３，５００円」に，「６，０００円」を「９，７

００円」に改め，同部確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設

置する場合の項中「６，０００円」を「１１，７００円」に，「４，０００円

」を「７，８００円」に改め，同表建築基準法第８８条第１項又は第２項にお

いて準用する同法第６条第１項の規定による確認の申請に対する審査の部中「

１０，０００円」を「２１，１００円」に，「６，０００円」を「９，７００

円」に改める。  

 第２条第３６号の表建築基準法第７条第１項の規定による建築物（同法第７

条の３第１項の特定工程に係る建築物を除く。）に関する完了検査の申請に対

する検査の部完了検査の申請に係る計画に建築基準法第８７条の４の昇降機に

係る部分が含まれない場合の項中「１２，０００円」を「２２，０００円」に，

「１５，０００円」を「２７，８００円」に，「１９，０００円」を「３７，

２００円」に，「５００平方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に，

「２６，０００円」を「５１，９００円」に，「５００平方メートルを」を「

３００平方メートルを」に，「４２，０００円」を「８３，８００円」に，「

５７，０００円」を「１０７，５００円」に，「１３６，０００円」を「１６

９，１００円」に，「２１６，０００円」を「２６５，６００円」に，「４３

１，０００円」を「５３６，９００円」に改め，同表建築基準法第７条第１項

の規定による建築物（同法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に限る。

）に関する完了検査の申請に対する検査の部完了検査の申請に係る計画に建築

基準法第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれない場合の項中「１１，００

０円」を「１９，８００円」に，「１３，０００円」を「２５，５００円」に，

「１８，０００円」を「３４，７００円」に，「５００平方メートル以内」を

「３００平方メートル以内」に，「２５，０００円」を「４９，５００円」に，

「５００平方メートルを」を「３００平方メートルを」に，「４１，０００円

」を「８１，４００円」に，「５４，０００円」を「１０１，２００円」に，

「１２５，０００円」を「１５５，１００円」に，「２０５，０００円」を「
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２５１，６００円」に，「４１９，０００円」を「５３６，９００円」に改め，

同表建築基準法第８７条の４において準用する同法第７条第１項の規定による

完了検査の申請に対する検査の部中「１５，０００円」を「３５，４００円」

に，「１０，０００円」を「２０，２００円」に改め，同表建築基準法第８８

条第１項又は第２項において準用する同法第７条第１項の規定による完了検査

の申請に対する検査の部中「１１，０００円」を「２２，６００円」に改める。  

 第２条第３７号の表中「１１，０００円」を「１９，３００円」に，「１３，

０００円」を「２５，１００円」に，「１８，０００円」を「３０，５００円

」に，「５００平方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に，「２４，

０００円」を「３９，７００円」に，「５００平方メートルを」を「３００平

方メートルを」に，「３８，０００円」を「５６，１００円」に，「５２，０

００円」を「７５，５００円」に，「１１４，０００円」を「１５３，１００

円」に，「１８２，０００円」を「２５０，８００円」に，「３７４，０００

円」を「５２３，０００円」に改める。  

 第２条第３８号の表建築基準法第１８条第２項（同法第８７条第１項におい

て準用する場合を含む。）の規定による計画の通知に対する審査の部計画の通

知に係る計画に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれない場合

の項中「６，０００円」を「１０，７００円」に，「１１，０００円」を「２

０，６００円」に，「１７，０００円」を「３４，１００円」に，「５００平

方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に，「２２，０００円」を「

４３，９００円」に，「５００平方メートルを」を「３００平方メートルを」

に，「３９，０００円」を「７０，１００円」に，「５５，０００円」を「９

８，４００円」に，「１５９，０００円」を「２７３，５００円」に，「２７

３，０００円」を「３９８，９００円」に，「５２１，０００円」を「７７５，

３００円」に改め，同項備考に次の１号を加える。  

 ⑸ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１２条第２項ただ

し書の適用を受ける場合（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律施行規則第２条第１項第１号に該当する場合に限る。）の計画通知手

数料の額は，表に定める額に，第４５号の表建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条第１項又は第１２条第２項の規定による建
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築物エネルギー消費性能適合判定に対する審査の項に掲げる区分に応じ，

それぞれ同項の規定による額を加算した額とする。  

 第２条第３８号の表建築基準法第８７条の４において準用する同法第１８条

第２項の規定による計画の通知に対する審査の部建築設備を設置する場合（確

認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。）の

項中「１１，０００円」を「２３，５００円」に，「６，０００円」を「９，

７００円」に改め，同部確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を

設置する場合の項中「６，０００円」を「１１，７００円」に，「４，０００

円」を「７，８００円」に改め，同表建築基準法第８８条第１項又は第２項に

おいて準用する同法第１８条第２項の規定による計画の通知に対する審査の部

中「１０，０００円」を「２１，１００円」に，「６，０００円」を「９，７

００円」に改める。 

 第２条第３９号の表建築基準法第１８条第１６項の規定による建築物（同法

第７条の３第１項の特定工程に係る建築物を除く。）に関する工事の完了の通

知に対する検査の部中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改め，

同部工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部

分が含まれない場合の項中「１２，０００円」を「２２，０００円」に，「１

５，０００円」を「２７，８００円」に，「１９，０００円」を「３７，２０

０円」に，「５００平方メートル以内」を「３００平方メートル以内」に，「

２６，０００円」を「５１，９００円」に，「５００平方メートルを」を「３

００平方メートルを」に，「４２，０００円」を「８３，８００円」に，「５

７，０００円」を「１０７，５００円」に，「１３６，０００円」を「１６９，

１００円」に，「２１６，０００円」を「２６５，６００円」に，「４３１，

０００円」を「５３６，９００円」に改め，同部工事の完了の通知に係る計画

に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれる場合の項中「第１８

条第１６項」を「第１８条第２０項」に改め，同表建築基準法第１８条第１６

項の規定による建築物（同法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に限る。

）に関する工事の完了の通知に対する検査の部中「第１８条第１６項」を「第

１８条第２０項」に改め，同部工事の完了の通知に係る計画に建築基準法第８

７条の４の昇降機に係る部分が含まれない場合の項中「１１，０００円」を「
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１９，８００円」に，「１３，０００円」を「２５，５００円」に，「１８，

０００円」を「３４，７００円」に，「５００平方メートル以内」を「３００

平方メートル以内」に，「２５，０００円」を「４９，５００円」に，「５０

０平方メートルを」を「３００平方メートルを」に，「４１，０００円」を「

８１，４００円」に，「５４，０００円」を「１０１，２００円」に，「１２

５，０００円」を「１５５，１００円」に，「２０５，０００円」を「２５１，

６００円」に，「４１９，０００円」を「５３６，９００円」に改め，同部工

事の完了の通知に係る計画に建築基準法第８７条の４の昇降機に係る部分が含

まれる場合の項中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に改め，同表

建築基準法第８７条の４において準用する同法第１８条第１６項の規定による

工事の完了の通知に対する検査の部中「第１８条第１６項」を「第１８条第２

０項」に，「１５，０００円」を「３５，４００円」に，「１０，０００円」

を「２０，２００円」に改め，同表建築基準法第８８条第１項又は第２項にお

いて準用する同法第１８条第１６項の規定による工事の完了の通知に対する検

査の部中「第１８条第１６項」を「第１８条第２０項」に，「１１，０００円

」を「２２，６００円」に改める。  

 第２条第４０号の表中「第１８条第１９項」を「第１８条第２８項」に，「

１１，０００円」を「１９，３００円」に，「１３，０００円」を「２５，１

００円」に，「１８，０００円」を「３０，５００円」に，「５００平方メー

トル以内」を「３００平方メートル以内」に，「２４，０００円」を「３９，

７００円」に，「５００平方メートルを」を「３００平方メートルを」に，「

３８，０００円」を「５６，１００円」に，「５２，０００円」を「７５，５

００円」に，「１１４，０００円」を「１５３，１００円」に，「１８２，０

００円」を「２５０，８００円」に，「３７４，０００円」を「５２３，００

０円」に改める。  

 第２条第４１号の表中「第１８条第２４項第１号」を「第１８条第３８項第

１号」に，「第１８条第２４項第２号」を「第１８条第３８項第２号」に改め

る。  

 第２条第４３号の表都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）第５３条第１項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に
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対する審査の部低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の款認定の申請に係る

低炭素建築物新築等計画が，建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成２７年法律第５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第５条第１項に

規定する登録住宅性能評価機関（以下この表及び第４５号の表において「登録

省エネ判定機関等」という。）により都市の低炭素化の促進に関する法律第５

４条第１項各号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合の項

中「（平成２７年法律第５３号）第１５条第１項」を「第１４条第１項」に，

「第１１条第１項」を「第１０条第１項」に改め，同款認定の申請に係る低炭

素建築物新築等計画が，登録省エネ判定機関等により都市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの

以外のものである場合の項一戸建ての住宅の目第１号中「よるもの」の次に「

（以下この表及び第４５号の表において「誘導仕様基準」という。）」を加え，

同目第２号中「以外のもの」の次に「（以下この表及び第４５号の表において

「性能基準」という。）」を加え，同目に次の１号を加える。  

 ⑶ 誘導仕様基準及び性能基準を併用しているもの 次のア又はイに掲げる

床面積の合計の区分に応じ，当該ア又はイに定める額  

  ア ２００平方メートル未満のもの ２３，６００円  

  イ ２００平方メートル以上のもの ２６，１００円  

 第２条第４３号の表都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）第５３条第１項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の款認定の申請に係る

低炭素建築物新築等計画が，登録省エネ判定機関等により都市の低炭素化の促

進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していると認められた

もの以外のものである場合の項共同住宅等の目第１号中「省令第１０条第２号

イ⑵及びロ⑵」を「誘導仕様基準」に改め，同目第２号中「省令第１０条第２

号イ⑵及びロ⑵によるもの以外の」を「性能基準による」に改め，同目に次の

１号を加える。  

 ⑶ 誘導仕様基準及び性能基準を併用しているもの 次のアからエまでに掲

げる床面積の合計の区分に応じ，当該アからエまでに定める額  
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  ア ３００平方メートル未満のもの ４７，３００円  

  イ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの ７９，

７００円  

  ウ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの １

３８，９００円  

  エ ５，０００平方メートル以上のもの ２０３，１００円 

 第２条第４３号の表都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）第５３条第１項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の款認定の申請に係る

低炭素建築物新築等計画が，登録省エネ判定機関等により都市の低炭素化の促

進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していると認められた

もの以外のものである場合の項複合建築物の住宅部分の目第１号ア中「省令第

１０条第２号イ⑵及びロ⑵」を「誘導仕様基準」に改め，同号イ中「省令第１

０条第２号イ⑵及びロ⑵によるもの以外の」を「性能基準による」に改め，同

号に次のように加える。  

  ウ 誘導仕様基準及び性能基準を併用しているもの 次の (ア)又は (イ)に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ，当該 (ア)又は (イ)に定める額  

   (ア) ２００平方メートル未満のもの ２３，６００円  

   (イ) ２００平方メートル以上のもの ２６，１００円  

 第２条第４３号の表都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号）第５３条第１項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の款認定の申請に係る

低炭素建築物新築等計画が，登録省エネ判定機関等により都市の低炭素化の促

進に関する法律第５４条第１項各号に掲げる基準に適合していると認められた

もの以外のものである場合の項複合建築物の住宅部分の目第２号ア中「省令第

１０条第２号イ⑵及びロ⑵」を「誘導仕様基準」に改め，同号イ中「省令第１

０条第２号イ⑵及びロ⑵によるもの以外の」を「性能基準による」に改め，同

号に次のように加える。  

  ウ 誘導仕様基準及び性能基準を併用しているもの 次の (ア)から (エ)までに

掲げる床面積の合計の区分に応じ，当該 (ア)から (エ)までに定める額  
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   (ア) ３００平方メートル未満のもの ４７，３００円  

   (イ) ３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のもの ７９，

７００円  

   (ウ) ２，０００平方メートル以上５，０００平方メートル未満のもの  

    １３８，９００円  

   (エ) ５，０００平方メートル以上のもの ２０３，１００円 

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１

２条第１項又は第１３条第２項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判

定に対する審査の部建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定手

数料の款非住宅建築物の全部又は複合建築物の非住宅部分の全部を工場，倉庫，

危険物の貯蔵又は処理に供するもの，水産物の増殖場又は養殖場，卸売市場，

火葬場，と畜場，汚物処理場，ごみ焼却場その他エネルギーの使用の状況に関

してこれらに類する用途に供する建築物（以下この表において「工場等」とい

う。）の項の前に次のように加える。  

住宅部分  一戸建ての住

宅（複合建築

物の住宅部分

（単位住戸の

数が１である

場合に限る。

）を含む。）  

誘 導 仕

様 基 準

に よ る

もの  

１件につき，次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める額  

 ⑴ ２００平方メートル未満の

もの １６，２００円 

 ⑵ ２００平方メートル以上の

もの １７，４００円 

性 能 基

準 に よ

るもの  

１件につき，次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める額  

 ⑴ ２００平方メートル未満の

もの ３１，７００円 

 ⑵ ２００平方メートル以上の

もの ３５，５００円 

誘 導 仕

様 基 準

及 び 性

能 基 準

を 併 用

し た も

の  

１件につき，次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める額  

 ⑴ ２００平方メートル未満の

もの ２３，６００円 

 ⑵ ２００平方メートル以上の

もの ２６，１００円 

共同住宅等（

複合建築物の

住宅部分（単

位住戸の数が

１である場合

誘 導 仕

様 基 準

に よ る

もの  

１件につき，次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める額  

 ⑴ ３００平方メートル未満の

もの ３０，５００円 
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を除く。）を

含む。）  

 ⑵  ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの ５２，９００円  

 ⑶ ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満のもの ９５，９００円  

 ⑷ ５，０００平方メートル以

上のもの １４５，１００円  

性 能 基

準 に よ

るもの  

１件につき，次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める額  

 ⑴ ３００平方メートル未満の

もの ６４，１００円 

 ⑵  ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの １０７，１００円  

 ⑶ ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満のもの １８２，５００円  

 ⑷ ５，０００平方メートル以

上のもの ２６１，６００円  

誘 導 仕

様 基 準

及 び 性

能 基 準

を 併 用

し た も

の  

１件につき，次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ，それぞれ当

該各号に定める額  

 ⑴ ３００平方メートル未満の

もの ４７，３００円 

 ⑵  ３００平方メートル以上

２，０００平方メートル未満

のもの ７９，７００円  

 ⑶ ２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未

満のもの １３８，９００円  

 ⑷ ５，０００平方メートル以

上のもの ２０３，１００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１

２条第１項又は第１３条第２項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判

定に対する審査の部中「第１２条第１項又は第１３条第２項」を「第１１条第

１項又は第１２条第２項」に改め，同部建築物のエネルギー消費性能確保計画

に係る適合性判定手数料の款非住宅建築物の全部又は複合建築物の非住宅部分

の全部を工場，倉庫，危険物の貯蔵又は処理に供するもの，水産物の増殖場又

は養殖場，卸売市場，火葬場，と畜場，汚物処理場，ごみ焼却場その他エネル

ギーの使用の状況に関してこれらに類する用途に供する建築物（以下この表に

おいて「工場等」という。）の項省令第１条第１項第１号ロによるものの目中
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第６号を第７号とし，第１号から第５号までを１号ずつ繰り下げ，第２号の前

に次の１号を加える。 

 ⑴ ３００平方メートル未満のもの １７，４００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１

２条第１項又は第１３条第２項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判

定に対する審査の部建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定手

数料の款非住宅建築物の全部又は複合建築物の非住宅部分の全部を工場，倉庫，

危険物の貯蔵又は処理に供するもの，水産物の増殖場又は養殖場，卸売市場，

火葬場，と畜場，汚物処理場，ごみ焼却場その他エネルギーの使用の状況に関

してこれらに類する用途に供する建築物（以下この表において「工場等」とい

う。）の項省令第１条第１項第１号ロによるもの以外のものの目中第６号を第

７号とし，第１号から第５号までを１号ずつ繰り下げ，第２号の前に次の１号

を加える。  

 ⑴ ３００平方メートル未満のもの ２１，１００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１

２条第１項又は第１３条第２項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判

定に対する審査の部建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定手

数料の款工場等以外の建築物の項省令第１条第１項第１号ロによるものの目中

第６号を第７号とし，第１号から第５号までを１号ずつ繰り下げ，第２号の前

に次の１号を加える。 

 ⑴ ３００平方メートル未満のもの ８１，０００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１

２条第１項又は第１３条第２項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判

定に対する審査の部建築物のエネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定手

数料の款工場等以外の建築物の項省令第１条第１項第１号ロによるもの以外の

ものの目中第６号を第７号とし，第１号から第５号までを１号ずつ繰り下げ，

第２号の前に次の１号を加える。  

 ⑴ ３００平方メートル未満のもの ２１１，８００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第１

２条第２項又は第１３条第３項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判
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定に対する審査の部及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第

１２条第２項又は第１３条第３項の規定による国土交通省令で定める軽微な変

更の部中「第１２条第２項又は第１３条第３項」を「第１１条第２項又は第１

２条第３項」に，「第１２条第１項又は第１３条第２項」を「第１１条第１項

又は第１２条第２項」に改め，同表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第３４条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認

定の申請に対する審査の部中「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め，

同部建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の款認定の申請に係る

建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第３５条第１項各号に掲げる基準に適

合していると認められたものである場合（当該認定の申請に係る部分が誘導す

べきエネルギー消費性能を有するものとして国土交通大臣が定める方法による

場合を含む。）の項中「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に改

め，同款認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判

定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３５条第

１項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合

の項中「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に改め，同項住宅部

分の目一戸建ての住宅（複合建築物の住宅部分（単位住戸の数が１である場合

に限る。）を含む。）の節中「省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵」を「誘導仕

様基準」に，「省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵によるもの以外の」を「性能

基準による」に改め，同節に次のように加える。  

誘導仕様基準及

び性能基準を併

用しているもの  

１件につき，次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額  

 ⑴ ２００平方メートル未満のもの ２３，６００円  

 ⑵ ２００平方メートル以上のもの ２６，１００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

４条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対

する審査の部建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の款認定の申

請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３５条第１項各号に掲げる

基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の項住宅部分の目
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共同住宅等（複合建築物の住宅部分（単位住戸の数が１である場合を除く。）

を含む。）の節中「省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵」を「誘導仕様基準」に，

「省令第１０条第２号イ⑵及びロ⑵によるもの以外の」を「性能基準による」

に改め，同節に次のように加える。  

誘導仕様基準及

び性能基準を併

用しているもの  

１件につき，次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める額  

 ⑴ ３００平方メートル未満のもの ４７，３００円  

 ⑵ ３００平方メートル以上２，０００平方メートル

未満のもの ７９，７００円  

 ⑶ ２，０００平方メートル以上５，０００平方メー

トル未満のもの １３８，９００円  

 ⑷ ５，０００平方メートル以上のもの ２０３，１

００円  

 第２条第４５号の表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３

４条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対

する審査の部建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の款備考中「

第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に，「第３４条第３項」を「

第２９条第３項」に，「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に改め，同表

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３６条第１項の規定によ

る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の部中

「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に，「第３４条第１項」を「第２９

条第１項」に，「第３５条第１項各号」を「第３０条第１項各号」に，「第３

４条第３項」を「第２９条第３項」に，「第３６条第２項」を「第３１条第２

項」に，「第３５条第２項」を「第３０条第２項」に改め，同表建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第４１条第１項の規定による建築物エネ

ルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の部を削る。  

 第２条第４８号の表以外の部分を次のように改める。  

 (48) 宅地造成工事計画変更許可申請手数料 

 第２条第４８号の表宅地造成工事許可申請手数料の項を削り，同表宅地造成

工事計画変更許可申請手数料の項中「旧法」を「宅地造成等規制法の一部を改

正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第２項の規定によりなお従前

の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法

律第１９１号）」に改める。  
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 第２条中第５０号を第５１号とし，第４９号を第５０号とし，第４８号の次

に次の１号を加える。 

 (49) 宅地造成及び特定盛土等規制法中間検査申請手数料  

手数料の名称  事務の種類  金額  

中間検査申請

手数料  

宅地造成及び特定盛

土等規制法（昭和３

６年法律第１９１号

）第１８条第１項の

規定による中間検査

の申請に対する審査

（同法第１５条第２

項の規定により同法

第１２条第１項の許

可を受けたものとみ

なされた宅地造成に

関する工事に係るも

のに限る。）  

切土又は盛土をする土

地の面積が３，０００

平方メートル以内のも

の  

１件につき，

３，１００円  

切土又は盛土をする土

地の面積が３，０００

平方メートルを超え，

２０，０００平方メー

トル以内のもの  

１件につき，

６，２００円  

切土又は盛土をする土

地の面積が２０，００

０平方メートルを超

え，４０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき，

１２，４００

円  

切土又は盛土をする土

地の面積が４０，００

０平方メートルを超

え，７０，０００平方

メートル以内のもの 

１件につき，

２４，９００

円  

切土又は盛土をする土

地の面積が７０，００

０平方メートルを超

え，１００，０００平

方メートル以内のもの 

１件につき，

４３，６００

円  

切土又は盛土をする土

地の面積が１００，０

００平方メートルを超

えるもの  

１件につき，

６２，３００

円  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。ただし，第２条第４８号の

表の改正規定及び第２条中第５０号を第５１号とし，第４９号を第５０号と

し，第４８号の次に１号を加える改正規定は，令和７年５月２６日から施行

する。  

 （経過措置）  

２ 次項に定めるものを除き，この条例による改正後の八千代市手数料条例（

以下「改正後の条例」という。）の規定は，この条例の施行の日以後にされ
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る申請について適用し，同日前にされた申請に係る手数料については，なお

従前の例による。  

３ この条例の施行の際現に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条

第１項又は第１８条第３項若しくは第４項（これらの規定を同法第８７条の

４並びに第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）の規定

による確認済証の交付を受けた者であって，建築物の建築，大規模の修繕若

しくは大規模の模様替，建築設備の設置又は工作物の築造の工事に着手して

いるものに係る確認申請手数料，完了検査申請手数料，中間検査申請手数料，

計画通知手数料，工事完了通知手数料及び特定工程工事終了通知手数料の規

定の適用については，改正後の条例の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。  

 

提案理由  

 建築基準法の一部改正等に伴い，条例を改正いたしたい。  
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議案第４号 

 

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定について 

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  令和７年２月１９日提出 

 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例 

 八千代市ふるさと応援基金条例（平成２９年八千代市条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

 第１条中「必要な事業の財源に充てる」を「活用するとともに，寄附金の一

部を積み立てて管理運用することで魅力あるまちづくりの円滑な推進を図る」

に改める。 

 第２条の見出し中「基金の」を削り，同条第１項中「を財源に」を「及び基

金を」に，「別表のとおり」を「市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るた

めの基本構想において将来都市像の実現に向けたものとして掲げる事業」に改

め，同条第２項中「を財源に」を「及び基金を」に改める。 

 第４条第１項中「寄附金の額とする」を「予算で定めるところによる」に改

め，同条第２項を削る。 

 別表を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 ふるさと納税寄附金を同一年度の事業に充当できるようにする等のため，条

例を改正いたしたい。 
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議案第５号 

 

   八千代市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 八千代市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市市営住宅等管理条例の一部を改正する条例 

 八千代市市営住宅等管理条例（平成９年八千代市条例第２６号）の一部を次

のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   八千代市市営住宅管理条例 

 目次中「市営住宅等の設置」を「市営住宅の設置」に， 

「第４章 市立住宅の管理（第４７条） 

 第５章 補則（第４８条）      を 

 第６章 罰則（第４９条）     」 

「第４章 補則（第４７条） 
に改める。 

 第５章 罰則（第４８条）     」 

 第１条中「並びに市立住宅（以下「市営住宅等」という。）」を削る。 

 第２条中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号から第７号までを１号

ずつ繰り上げる。 

 「第２章 市営住宅等の設置」を「第２章 市営住宅の設置」に改める。 

 第３条中「市営住宅等」を「市営住宅」に改める。 

 第４条第１項第３号を次のように改める。 

 ⑶ 市のホームページへの掲載 

 第６条第２号ア (ア)中「第２条第４号イ (ア)」を「第２条第３号イ (ア)」に改め，

同号イ中「第２条第４号ウ」を「第２条第３号ウ」に改める。 

 第２２条の次に次の１条を加える。 

 （共益費） 
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第２２条の２ 市長が定める市営住宅にあっては，市長は，前条第１項各号に

掲げる費用のうち，入居者の共通の利益を図るため必要と認めるものを共益

費として入居者から徴収することができる。 

２ 前項に規定する共益費の額は，毎年度，市長が別に定める。 

３ 第１６条及び第１７条の規定は，第１項に規定する共益費について準用す

る。 

 第４章を削る。 

 第５章中第４８条を第４７条とし，同章を第４章とする。 

 第４９条中「市営住宅等」を「市営住宅」に改め，第６章中同条を第４８条

とし，同章を第５章とする。 

 附則第１項中「（第８項において準用する場合を含む。）」を削る。 

 附則中第８項を削り，第９項を第８項とし，第１０項を第９項とする。 

 別表八千代市市立まつわ団地の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （八千代市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正） 

２ 八千代市執行機関の附属機関に関する条例（昭和３９年八千代市条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

  別表市長の部八千代市市営住宅等入居者選考委員会の項中「八千代市市営

住宅等入居者選考委員会」を「八千代市市営住宅入居者選考委員会」に改め，

「及び市立住宅」を削る。 

 （八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正

） 

３ 八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（昭和４９

年八千代市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３中「市営住宅等入居者選考委員会」を「市営住宅入居者選考委員

会」に改める。 

 （八千代市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例の一部改正） 

４ 八千代市市営住宅等の整備に関する基準を定める条例（平成２４年八千代
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市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「八千代市市営住宅等管理条例」を「八千代市市営住宅管理条例

」に改める。 

 （八千代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正） 

５ 八千代市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平

成２７年八千代市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１市長の部八千代市市営住宅等管理条例（平成９年八千代市条例第

２６号）による市立住宅の管理に関する事務であって規則で定めるものの項

を削る。 

  別表第２八千代市市営住宅等管理条例による市立住宅の管理に関する事務

であって規則で定めるものの項を削る。 

 

提案理由 

 市立まつわ団地の用途を廃止する等のため，条例を改正いたしたい。 



 



- 27 - 

 

 

議案第６号 

 

   八千代市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 八千代市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

  令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例 

 八千代市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年八

千代市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第３項中「の排水区域等は，次のとおり」を「は，下水道法（昭和３

３年法律第７９号）第４条第１項の事業計画に基づき実施するもの」に改め，

同項各号を削る。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 公共下水道事業の運営において，下水道法に基づき定める事業計画によるこ

ととするため，条例を改正いたしたい。 
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議案第７号  

 

   八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

 八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  令和７年２月１９日提出  

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 八千代市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成２４年八千代市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。  

 第１５２条第１３項中「栄養士又は」を「栄養士若しくは管理栄養士又は」

に改める。  

   附 則  

この条例は，令和７年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準の一部改

正に伴い，条例を改正いたしたい。  
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議案第８号 

 

   八千代市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条

例及び八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 八千代市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例及

び八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条

例及び八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例 

 （八千代市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１条 八千代市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年八千代市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第５条第２項」を「第５条」に改める。 

  第５条第１項中「員数」の次に「（地域包括支援センター運営協議会が第

１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要で

あると認めるときは，常勤換算方法（当該地域包括支援センターの職員の勤

務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時

間数で除することにより，当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の

職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次項において同

じ。）」を加え，同条第２項各号列記以外の部分中「前項」を「第１項」に
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改め，同項第１号及び第２号中「前項各号」を「第１項各号」に改め，同項

第３号中「前項第１号」を「第１項第１号」に，「前項第２号又は第３号」

を「同項第２号又は第３号」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の

次に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定にかかわらず，地域包括支援センター運営協議会が地域包括

支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは，複数の地域包括支

援センターが担当する区域を一の区域として，当該区域内の第１号被保険

者の数について，おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項

各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置

することにより，当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項

の基準を満たすものとする。この場合において，当該区域内の一の地域包

括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は，同項各号に掲げる

者のうちから２人とする。 

 （八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第２条 八千代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２６年八千代市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条第１号中「第１４０条の６６第１号ロ⑵」を「第１４０条の６６

第１号イ」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 介護保険法施行規則の一部改正に伴い，条例を改正いたしたい。 
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議案第９号 

 

   八千代市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 八千代市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

   八千代市下水道条例の一部を改正する条例 

 八千代市下水道条例（昭和４３年八千代市条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第９条の３第１項第７号中「第６条第４号」を「第６条第５号」に，「大腸

菌群数」を「大腸菌数」に改める。 

   附 則 

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。ただし，第９条の３第１項第

７号の改正規定（「第６条第４号」を「第６条第５号」に改める部分に限る。

）は，公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 下水道法施行令等の一部改正に伴い，条例を改正いたしたい。 
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議案第１０号 令和６年度八千代市一般会計補正予算（第８号） 

 

 

 

 

議案第１１号 令和６年度八千代市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）  

 

 

 

 

議案第１２号 令和６年度八千代市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）  

 

 

 

 

議案第１３号 令和６年度八千代市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）  

 

 

 

 

議案第１４号 令和７年度八千代市一般会計予算  

 

 

 

 

議案第１５号 令和７年度八千代市国民健康保険事業特別会計予算 
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議案第１６号 令和７年度八千代市介護保険事業特別会計予算  

 

 

 

 

議案第１７号 令和７年度八千代市墓地事業特別会計予算  

 

 

 

 

議案第１８号 令和７年度八千代市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 

 

議案第１９号 令和７年度八千代市水道事業会計予算  

 

 

 

 

議案第２０号 令和７年度八千代市公共下水道事業会計予算  
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議案第２１号  

 

議決事件の一部変更について  

令和元年８月２７日に議決された議案第２０号契約の締結について（八千代

市立小中学校普通・特別教室等空調設備整備ＰＦＩ事業）中，次のとおり契約

金額を変更する。  

  令和７年２月１９日提出  

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

記  

 

契約金額  

 変更前  ２，３７９，０３１，１２９円 

 変更後  ２，５１４，２８７，１２９円 

 

提案理由  

八千代市立小中学校普通・特別教室等空調設備整備ＰＦＩ事業に係る契約金

額の変更契約を締結いたしたい。  
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議案第２２号  

 

議決事件の一部変更について  

令和３年７月６日に議決された議案第１５号契約の締結について（村上橋補

修工事）中，次のとおり契約金額を変更する。  

  令和７年２月１９日提出  

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

記  

 

契約金額  

 変更前  ４７２，２３２，２００円  

 変更後  ４７５，８４２，４００円  

 

提案理由  

工事の施工に伴う設計変更に基づき，村上橋補修工事に係る契約金額の変更

契約を締結いたしたい。  
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議案第２３号 

 

  指定管理者の指定について 

市は，次のとおり指定管理者を指定する。 

令和７年２月１９日提出  

 

                    八千代市長 服 部 友 則    

 

記  

 

１ 公の施設の名称 

   八千代ふるさとステーション及びやちよ農業交流センター  

２ 指定管理者となる団体  

   オーエンス・アイルグループ  

   代表者 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号  

         株式会社オーエンス  

          代表取締役 大 木 一 雄  

   構成員 埼玉県さいたま市浦和区常盤五丁目２番１８号  

         アイル・コーポレーション株式会社  

          代表取締役 町 田 哲 雄  

３ 指定の期間  

   令和７年７月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

提案理由  

 八千代ふるさとステーション及びやちよ農業交流センターの指定管理者につ

いて，オーエンス・アイルグループを指定いたしたい。  
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議案第２４号 

 

    固定資産評価審査委員会委員の選任について 

八千代市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので，議会の同

意を求める。 

令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

記 

 

氏  名  足 立 順 子  

住  所  千葉県浦安市舞浜  

 

提案理由 

 令和７年７月９日付けで任期満了となることに伴い，次期固定資産評価審査

委員会委員を選任いたしたい。 
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諮問第１号 

 

    人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員に次の者を推薦したいので，議会の意見を求める。 

令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

記 

 

氏  名  三 橋 洋 子  

住  所  千葉県八千代市八千代台北  
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諮問第２号 

 

    人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

人権擁護委員に次の者を推薦したいので，議会の意見を求める。 

令和７年２月１９日提出 

 

八千代市長 服 部 友 則    

 

記 

 

氏  名  楠  ゆかり  

住  所  千葉県八千代市高津  


